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戦
没
者
遺
族
に
対
す
る

第
８
回
特
別
弔
慰
金
の

支
給
に
つ
い
て

　

平
成
17
年
４
月
１
日
か
ら
引
き
続

き
、
戦
没
者
遺
族
に
対
す
る
第
８
回

特
別
弔
慰
金
の
請
求
の
受
付
を
し
て

い
ま
す
。
受
付
期
限
を
過
ぎ
る
と
、

特
別
弔
慰
金
を
受
け
る
権
利
が
消
滅

す
る
た
め
、
請
求
が
お
済
で
な
い
方

は
、
至
急
、
請
求
手
続
き
を
お
願
い

し
ま
す
。

▼
支
給
対
象
＝
平
成
17
年
４
月
１
日

　

に
お
い
て
、
戦
没
者
死
亡
に
関
す

　

る
年
金
給
付
（
公
務
扶
助
料
、
遺

　

族
年
金
、
遺
族
給
付
年
金
な
ど
）

　

を
受
け
て
い
な
い
ご
遺
族

▼
支
給
順
位
＝
次
の
順
番
に
よ
る
先

　

順
位
の
ご
遺
族
1
人
で
す
。

①
平
成
17
年
４
月
１
日
ま
で
に
弔
慰

　

金
（
戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援

　

護
法
）
を
受
け
た
者

②
戦
没
者
の
子

③
戦
没
者
と
１
年
以
上
生
計
関
係
を

　

有
し
、
か
つ
、
戦
没
者
と
氏
が
同

　

じ
で
あ
る
父
母
、
孫
、
祖
父
母
、

　

兄
弟
姉
妹

④
右
記
③
以
外
の
父
母
、
孫
、
祖
父

　

母
、
兄
弟
姉
妹

⑤
右
記
①
〜
④
以
外
の
ご
遺
族
で
、

　

戦
没
者
の
死
亡
時
ま
で
１
年
以
上

　

生
計
関
係
を
有
し
て
い
た
３
親
等

　

内
の
親
族

▼
支
給
額
＝
40
万
円
（
10
年
償
還
）

▼
受
付
場
所
＝
伊
奈
庁
舎
社
会
福
祉

　

課
▼
受
付
期
限
＝
平
成
20
年
３
月
31
日

㈪▼
必
要
書
類
＝
請
求
書
類
は
社
会
福

　

祉
課
に
あ
り
ま
す
。
そ
の
他
、
戸

　

籍
な
ど
も
必
要
に
な
り
ま
す
の

　

で
、
詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ 

　

さ
い
。

　
　

問
伊
奈
庁
舎
社
会
福
祉
課

☎
58
‐
２
１
１
１
（
内
線
１
１
５
２
）

申
問

農
業
委
員
会
か
ら
の

　
　
　
　
　

お
知
ら
せ

①
農
地
の
埋
立
て
・
盛
土
に
つ
い
て

　

農
地
は
、
皆
さ
ん
の
食
生
活
を
支

え
る
か
け
が
え
の
な
い
財
産
で
す
。

　

そ
こ
に
耕
作
に
適
さ
な
い
土
な
ど

を
入
れ
て
し
ま
う
と
復
元
が
困
難
に

な
り
、
地
域
農
業
に
と
っ
て
大
き
な

損
失
に
も
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。

　

農
地
の
埋
立
て
や
盛
土
を
行
う
場

合
に
は
、
許
可
ま
た
は
届
出
が
必
要

と
な
り
ま
す
の
で
、
行
為
を
す
る
前

に
必
ず
地
元
農
業
委
員
ま
た
は
農
業

委
員
会
事
務
局
に
ご
相
談
く
だ
さ

い
。

②
農
業
委
員
会
各
種
申
請
受
付
期
間

　

３
月
の
各
種
申
請
の
受
付
期
間
は

次
の
と
お
り
で
す
。

▼
受
付
期
間
＝
３
月
10
日
㈪
〜
14
日
㈮

③
標
準
小
作
料
に
つ
い
て

　

２
月
１
日
よ
り
、
標
準
小
作
料
が

改
定
に
な
り
ま
し
た
。

・
田
の
部
＝
２
万
円
（
10
㌃
当
り
）

・
畑
の
部
＝
９
千
円 

（
10
㌃
当
り
）

　
　
　

谷
和
原
庁
舎
農
業
委
員
会
事

務
局　

☎
58
‐
２
１
１
１

（
内
線
８
１
２
０
〜
８
１
２
２
）

申
問

◇◆◇掲示板に書き込みを◇◆◇
　市のホームページに、「市民交流掲示板」
を設置しています。皆様の情報の交換の場
としてどうぞご利用ください。利用の際は、
ルールを必ず守ってください。

問 に
関
す
る
情
報
提
供
な
ど
を
行
っ
て

い
ま
す
。

※
相
談
内
容
の
秘
密
は
厳
守
し
ま
す

　

の
で
、
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ

　

い
。 

▼
相
談
方
法

・
電
話
相
談
＝
直
接
相
談
に
来
ら
れ

　

な
い
と
き
や
、
電
話
の
ほ
う
が
相

　

談
し
や
す
い
と
き

・
来
所
相
談
＝
直
接
会
っ
て
相
談
し

　

た
い
と
き
や
、
相
談
内
容
が
複
雑

　

な
と
き 

▼
相
談
を
受
け
る
と
こ
ろ

・
場
所
＝
伊
奈
庁
舎
児
童
福
祉
課

　
（
相
談
は
相
談
室
で
行
い
ま
す
。） 

・
電
話
＝
58
‐
２
１
１
１

　
（
内
線
１
１
６
１
）

・
担
当
者
＝
自
立
支
援
員
（
舟ふ

な

見み

）

・
相
談
日
お
よ
び
時
間
＝
月
〜
水
曜

　

日　

午
前
９
時
〜
午
後
４
時
30
分

※
予
約
で
き
る
方
は
事
前
に
予
約
し

　

て
く
だ
さ
い

　

費
用
は
一
切
無
料
で
す
。

②
市
立
保
育
所
送
迎
バ
ス
事
業
の
終 

　

了
に
つ
い
て

　

谷
和
原
第
１
保
育
所
お
よ
び
谷
和

原
第
２
保
育
所
で
実
施
し
て
い
ま
し

た
送
迎
バ
ス
事
業
に
つ
い
て
、
利
用

者
の
減
少
に
よ
り
、
平
成
20
年
３
月

31
日
を
も
ち
ま
し
て
終
了
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。
ご
理
解
・
ご
協
力
の

ほ
ど
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

　

  

伊
奈
庁
舎
児
童
福
祉
課　

☎
58
‐
２
１
１
１

（
内
線
１
１
６
０
・
１
１
６
１
）

茨
城
県
最
低
賃
金

　
　

改
正
の
お
知
ら
せ

　

守
ろ
う
！
確
か
め
よ
う
！

　

こ
の
最
低
賃
金

　

茨
城
県
内
で
事
業
を
営
む
使
用
者

と
そ
の
事
業
場
で
働
く
す
べ
て
の
労

働
者（
臨
時
に
雇
用
さ
れ
る
者
、パ
ー

ト
タ
イ
マ
ー
、
ア
ル
バ
イ
ト
な
ど
を

含
み
ま
す
）
に
適
用
さ
れ
る
茨
城
県

最
低
賃
金
が
、
時
給
６
６
５
円
（
引

き
上
げ
額
10
円
）
に
改
正
さ
れ
ま
し

た
。
詳
し
く
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

　

  

茨
城
県
労
働
局
労
働
基
準
部
賃

金
室

☎
０
２
９
‐
２
２
４
‐
６
２
１
６

http://w
w
w
.ibarakiroudou

kyoku.go.jp/

問


